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(57)【要約】
【課題】カード型記録装置において、挿抜による信頼性
の低下を防止して、熱的および電気的な接続を良好にす
る。
【解決手段】カード型記録装置５は、その厚み方向に交
差する接触面を備える第１の熱接点５９を有する。さら
に、カード型記録装置には厚み方向における位置を規制
する第１の規制部８１と、第１の規制部とは厚み方向の
異なる位置においてカード型記録装置の厚み方向におけ
る位置を規制する第２の規制部８３と、第１の規制部と
第２の規制部とを連絡する第３の規制部８２とが備えら
れている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カード型記録装置の厚み方向に交差する接触面を備える第１の熱接点と、
　前記カード型記録装置の厚み方向における位置を規制する第１の規制部と、
　前記第１の規制部とは厚み方向の異なる位置において前記カード型記録装置の厚み方向
における位置を規制する第２の規制部と、
　前記第１の規制部と前記第２の規制部とを連絡する第３の規制部と、
　を有することを特徴とするカード型記録装置。
【請求項２】
　前記第１の規制部および前記第２の規制部の各々は前記厚み方向に交差する面であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のカード型記録装置。
【請求項３】
　前記第１の規制部は、前記カード型記録装置が挿入されるスロット装置に前記カード型
記録装置を挿入する際の挿入方向における前記カード型記録装置の端面から前記カード型
記録装置の側に形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のカード型記録装
置。
【請求項４】
　第１の規制部の挿入方向の長さは、前記カード型記録装置の挿入方向の長さの半分以下
であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のカード型記録装置。
【請求項５】
　前記カード型記録装置には前記カード型記録装置に電源を供給するための第１の電気接
点が備えられており、
　前記電気接点と前記第１の熱接点とは前記厚み方向において同一の位置に設けられてい
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のカード型記録装置。
【請求項６】
　前記カード型記録装置の厚み方向と前記カード型記録装置が挿抜されるスロット装置に
対して前記カード型記録装置を挿抜する際の挿抜方向とに交差する方向に互いに離間して
複数の第１の熱接点を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のカ
ード型記録装置。
【請求項７】
　前記第１の熱接点は、純銅又は銅合金で成形されており、
　前記第１の熱接点の表面は前記純銅又は前記銅合金よりも熱伝導率が低く、かつ硬さが
硬い材料で覆われていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のカード
型記録装置。
【請求項８】
　請求項１に記載のカード型記録装置が挿抜されるスロット装置であって、
　前記カード型記録装置が挿入された際に、前記カード型記録装置を前記厚み方向に付勢
する付勢部と、
　前記カード型記録装置の厚み方向に交差する接触面を備え、前記第１の熱接点と接触す
る第２の熱接点と、
　前記第１の規制部とともに前記カード型記録装置の厚み方向の位置を規制する第１の案
内部と、
　前記第２の規制部とともに前記第１の案内部と前記厚み方向に異なる位置において前記
カード型記録装置の厚み方向の位置を規制する第２の案内部と、
　前記第１の案内部と前記第２の案内部とを連絡する第３の案内部と、
　を有することを特徴とするスロット装置。
【請求項９】
　請求項５に記載のカード型記録装置が挿抜されるスロット装置であって、
　前記カード型記録装置が挿入された際に、前記カード型記録装置を前記厚み方向に付勢
する付勢部と、
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　前記カード型記録装置の厚み方向に交差する接触面を備え、前記第１の熱接点と接触す
る第２の熱接点と、
　前記第１の電気接点と接触して前記カード型記録装置に電源を供給する第２の電気接点
と、
　前記第１の規制部とともに前記カード型記録装置の厚み方向の位置を規制する第１の案
内部と、
　前記第２の規制部とともに前記第１の案内部と前記厚み方向に異なる位置において前記
カード型記録装置の厚み方向の位置を規制する第２の案内部と、
　前記第１の案内部と前記第２の案内部とを連絡する第３の案内部とを有し、
　前記第２の電気接点はバネ性を備えており、
　前記付勢部は前記第２の電気接点が前記電気接点と接触した際に生じる力の方向とは逆
方向に前記カード型記録装置を付勢することを特徴とするスロット装置。
【請求項１０】
　前記付勢部による付勢力は前記第２の電気接点による力よりも大きいことを特徴とする
請求項９に記載のスロット装置。
【請求項１１】
　前記カード型記録装置の前記スロット装置のへの挿入が完了した状態では、前記第１乃
至前記第３の規制部はそれぞれ前記第１乃至前記第３の案内部から離間した状態にあり、
　前記第１の熱接点と前記第２の熱接点とが接触することを特徴とする請求項９又は１０
に記載のスロット装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリカードなどのカード型記録装置および当該カード型記録装置が挿入さ
れるスロット装置に関し、特に、カード型記録装置から熱を放熱する構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メモリカードなどのカード型記録装置（以下カード媒体と呼ぶ）は、可搬型機器などの
電子機器において情報（データなど）を記録する媒体として広く用いられている。このよ
うなカード媒体において、近年、高速で情報の書込み／読み込みを行うようにしたものが
知られている。特に、電子機器の１つであるカメラにおいて、動画撮影を行った際には、
画像の高精細化に伴って画像データの転送レートが高くなり、高速で画像データの書き込
みなどを行う必要がある。
【０００３】
　データの転送レートが高くなると、カード媒体における消費電力が多くなって発熱が多
くなる。このため、電気的接点による熱伝導および自然対流によってはカード媒体から熱
を効果的に排出することができず、温度上昇により機器の正常な動作ができない場合があ
る。
【０００４】
　一方、カード媒体からの排熱を効果的に行うため、カード媒体内に熱伝導材を設けるよ
うにしたものがある（特許文献１参照）。そして、特許文献１では、カート媒体が挿入さ
れるカードケース又はスロット装置（カードスロットという）の一部を熱伝導材からの放
熱経路に接触させて放熱を促進している。
【０００５】
　さらに、発熱源を有する装置と放熱先の装置とを金属材料の円筒形突起で接続するし、
少なくとも一方の装置に熱伝導性流体を封入して弾性を有するチューブ状コンタクトを配
して接続するようにしたものがある（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２０１１－９５９６１号公報
【特許文献２】特開２０００－２８３６２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、特許文献１においては、カード媒体とカードスロットとは接触子を介して接
続される。このため、接触子がバネ性を備えていれば信頼性が確保されるものの、カード
媒体とカードスロットとは線接触となって熱伝導は低下する。一方、接触子にバネ性がな
いと、熱伝導は向上するものの、挿抜を繰り返すとカード媒体とカードスロットとの接触
が不安定となって信頼性に欠ける。
【０００８】
　特許文献２においては、面接触によって熱伝導が向上するものの、熱伝導性流体を封入
したチューブ状コンタクトを用いているので、挿抜回数が多いカード媒体においては信頼
性に欠ける。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、挿抜による信頼性の低下を防止して、熱的および電気的な接
続を良好にすることのできるカード型記録装置およびスロット装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明によるカード型記録装置は、カード型記録装置の厚
み方向に交差する接触面を備える第１の熱接点と、前記カード型記録装置の厚み方向にお
ける位置を規制する第１の規制部と、前記第１の規制部とは厚み方向の異なる位置におい
て前記カード型記録装置の厚み方向における位置を規制する第２の規制部と、前記第１の
規制部と前記第２の規制部とを連絡する第３の規制部と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、挿抜による信頼性の低下を防止して、熱的および電気的な接続を良好
にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態によるカード型記録装置が用いられる電子機器の一例を
示す図である。
【図２】図１に示すカメラおよびカード媒体の構成についてその一例を示すブロック図で
ある。
【図３】図２に示すカード媒体のメモリ部への挿入を説明するための図である。
【図４】図３に示すカード媒体の構成を説明するための図である。
【図５】図４に示すカード媒体の厚み方向における部品の配置を説明するための図である
。
【図６】図４に示すカード媒体の挿抜状態を説明するための図である。
【図７】本発明の第１の実施形態によるカード媒体およびスロットを詳細に説明するため
の図である。
【図８】図７に示すカード媒体およびスロットにおける接触および離間を説明するための
図である。
【図９】本発明の第２の実施形態によるカード媒体とスロットを説明するための図である
。
【図１０】図９に示すカード媒体の構成を説明するための図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態によるカード媒体およびスロットを詳細に説明するた
めの図である。
【図１２】図１０に示すカード媒体の厚み方向における部品の配置を説明するための図で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明の実施の形態によるカード型記録装置および当該カード型記録装置が挿
抜されるスロット装置の一例について説明する。
【００１４】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態によるカード型記録装置が用いられる電子機器の一例
を示す図である。
【００１５】
　図示の電子機器は、例えば、デジタルカメラ（以下単にカメラと呼ぶ）などの撮像装置
であり、図示のカメラはカメラ本体１を有し、当該カメラ本体１にはカメラ本体１に備え
られたインターフェイス３を介して複数のレンズユニット２から選択的に１つのレンズユ
ニット２が装着される。カメラ本体１にはカメラを操作するための操作部４が備えられて
いる。例えば、操作部４によって動画撮影および記録のための操作が行われる。カメラ本
体１には画像データなどを記録するためのカード型記録装置（以下カード媒体と呼ぶ）５
が装着される。このカード媒体５必要に応じてカメラ本体１に備えられたスロット装置（
以下単にスロットと呼ぶ）に挿抜される。
【００１６】
　例えば、カード媒体５に記録された画像データ（例えば、動画ファイル）を編集する際
には、ユーザはカメラ本体１からカード媒体５を抜いて、カードリーダー６に挿入する。
なお、当該カードリーダー６にもカード媒体５を挿入するためのスロットが備えられてい
る。カードリーダー６はケーブル７を介してパソコン（ＰＣ）８に接続され、ユーザはカ
ード媒体５から画像データをＰＣ８に読み込んで画像データを編集する。
【００１７】
　このように、カード媒体５はカメラ本体１又はカードリーダー６に必要に応じて挿入／
抜去される。なお、ここでは、カード媒体５とは、可搬性および検索性（ラベルなどの貼
り易さ）などのため扁平で薄い形状の媒体をいう。
【００１８】
　図２は図１に示すカメラおよびカード媒体の構成についてその一例を説明するためのブ
ロック図である。そして、図２（ａ）はカメラの構成を示すブロック図であり、図２（ｂ
）はカード媒体の構成を示すブロック図である。なお、図２において、図１に示す構成要
素と同一の構成要素については同一の参照番号を付す。
【００１９】
　まず、図２（ａ）を参照して、カメラ本体１はカメラシステム制御回路（以下カメラ制
御回路という）１０を備えており、カメラシステム制御回路１０はカメラ全体の制御を司
る。操作検出部４には、レリーズボタンなどが備えられており、レリーズボタンの操作に
応じてカメラ制御回路１０は撮像制御を行う。撮像素子１２には、レンズユニット（以下
単にレンズと呼ぶ）に備えられた撮影光学系２２を介して光学像が結像する。そして、撮
像素子１２は光学像に応じた画像信号を出力する。
【００２０】
　カメラ制御回路１０の制御下で、レンズシステム制御回路（以下レンズ制御回路という
）２０はレンズ駆動部２１を駆動制御して撮影光学系２２の調整を行う。例えば、レンズ
制御回路２０は撮影光学系２２による結像面が撮像素子１２の位置にくるように撮影光学
系２２を駆動制御する（所謂ピント合わせ）。さらには、レンズ制御回路２０は画像信号
のレベルに基づいて絞り制御を行う。また、カメラ制御回路２０は画像信号のレベルに基
づいて撮像素子１２の電荷蓄積を制御して明るさを調整する（所謂露出制御）。
【００２１】
　撮像素子１２の出力である画像信号は画像処理部１３に送られる。画像処理部１３は、
Ａ／Ｄ変換器、ホワイトバランス調整回路、ガンマ補正回路、および補間演算回路などを
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備えている。カメラ制御回路１０の制御下で、画像処理部１３は画像信号に対して所定の
画像処理を行って画像データを生成する。そして、カメラ制御回路１０は当該画像データ
に応じた画像を表示部１４に表示する。さらに、画像処理部１３は予め定められた手法を
用いて画像データなどの圧縮を行ってメモリ部１１に記録する。なお、前述のように、動
画撮影を行った際には、動画ファイルがメモリ部１１に記録される。
【００２２】
　メモリ部１１には記憶部が備えられるとともにスロットが備えられている。そして、当
該スロットにはカード型記録装置（カード媒体）５が挿入される。カメラ制御回路１０の
制御下で、画像処理部１３は動画ファイルなどをカード媒体５に記録する。
【００２３】
　カメラ制御回路１０はレリーズボタンの操作を操作検出部４が検出すると、撮像素子６
を駆動するとともに、画像処理部１９を動作させて圧縮処理などを制御する。さらに、カ
メラ制御回路１０は表示部１４にカメラの状態などを示す情報を表示する。
【００２４】
　カメラ制御回路１０は、撮像素子１２の出力である画像信号に応じて生成された画像デ
ータに基づいて、撮影光学系２２の焦点位置および絞り位置を求める。そして、カメラ制
御回路１０はインターフェイス（Ｉ／Ｆ）３を介してレンズ制御回路２０を制御してレン
ズ駆動部２１を駆動制御する。これによって、ピント合わせおよび露出制御が行われる。
【００２５】
　図示のように、カメラ本体１に設けられた伝熱部１５は、画像処理部１３およびメモリ
部１１と熱的に接続されている。この伝熱部１５は、例えば、ヒートパイプ又はグラファ
イトシートなどで構成される。伝熱部１５はカメラ本体１における代表的な熱源である画
像処理部１３およびメモリ部と放熱部分（カメラ本体１の外装など）を熱的に接続する。
この結果、図中矢印１６で示すように伝熱部１５を介してカメラ本体１から外部に自然対
流および放射などによって熱が放出される。
【００２６】
　続いて、図２（ｂ）を参照して、カード媒体５は、電源ＩＣ２７、カードコントローラ
ＩＣ（コントローラともいう）２８、およびフラッシュメモリ２９を有している。そして
、カード媒体５はカードインターフェイス（Ｉ／Ｆ）２６によって電源２４およびホスト
コントローラ２５に接続される。なお、図示の電源２４はカメラ本体１に備えられた電源
であり、ホストコントローラ２５は図２（ａ）に示すカメラ制御回路１０である。また、
ここでは、１つのフラッシュメモリ２９が示されているが、複数のフラッシュメモリ２９
を備えるようにしてもよい。
【００２７】
　Ｉ／Ｆ２６の物理構造および信号ラインなどの仕様はカード媒体５の規格として予め定
められている。Ｉ／Ｆ２６には電源供給のための電源接点と情報伝達のための信号接点と
後述する伝熱のための熱接点が備えられている。電源接点は電源２４と電源ＩＣ２７とを
接続し、信号接点はホストコントローラ２５とコントローラ２８とを接続する。
【００２８】
　電源ＩＣ２７は、電源２４の電圧をコントローラ２８およびフラッシュメモリ２９に必
要な電圧レベルとする。コントローラ２８はエラー訂正、ブロック管理、およびウェアレ
ベリングなどを行う。そして、コントローラ２８はホストコントローラ２５およびフラッ
シュメモリ２９に対するインターフェイスを備える。これによって、コントローラ２８は
ホストコントローラ２５から送られたデータをフラッシュメモリ２９に記録し、さらには
、フラッシュメモリ２９に記録されたデータをホストコントローラ２５に送る。
【００２９】
　カード媒体５がメモリ部１１に接続されると（つまり、スロットに挿入されると）、ホ
ストコントローラ２５はメモリ部１１を介してカード媒体５に動画ファイルを記録するこ
とができる。また、ホストコントローラ２５はカード媒体５から動画ファイルを読み出し
て再生して表示部１４に表示することができる。
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【００３０】
　図３は、図２に示すカード媒体のメモリ部への挿入を説明するための図である。そして
、図３（ａ）はカメラとカード媒体との関係を示す図であり、図３（ｂ）は図２に示すメ
モリ部に備えられたスロット装置（スロット）を分解して示す斜視図である。
【００３１】
　まず、図３（ａ）を参照して、操作部４にはスロット蓋を開けるためのカバー操作スイ
ッチ４ａが備えられている。カード媒体５をカメラ本体１に挿入する際には、ユーザはカ
バー操作スイッチ４ａを操作する。これによって、スロット蓋３０に設けられたフック３
０ａの係合が外れて、スロット蓋３０が開いて、スロット３１が露出する。その後、ユー
ザはカード媒体５をスロット３１に挿入する。
【００３２】
　スロット３１にはイジェクタ機構が設けられており、カード媒体５を挿入すると、イジ
ェクトボタン４６が外側に突出する。なお、図示の例では、同種又は異種のカード媒体５
を２枚平行に挿入することができる。つまり、スロット３１は２つ並んで設けられている
。
【００３３】
　カード媒体５をスロット３１に挿入した後、スロット蓋３０を閉じると、カメラ制御回
路１０とカード媒体５とが通信可能な状態となる。カメラ本体１にはスロット蓋３０の開
閉を検知するための検知スイッチ（図示せず）が備えられており、スロット蓋３０が閉じ
られたことを検知すると、カメラ制御回路１０はカード媒体５の有無をチェックして、カ
ード媒体５が存在すると通信可能な状態となる。一方、スロット蓋３０が開けられたこと
を検知すると、カメラ制御回路１０は画像データの記録などを速やかに終了させる処理を
行う。
【００３４】
　ユーザがスロット３１からカード媒体５を抜去する場合には、操作スイッチ４ａを操作
する。これによってスロット蓋３０に設けられたフック３０ａの係合が外れてスロット蓋
３０が開く。その後、イジェクトボタン４６を押し込むと、ユーザが掴み易い位置までカ
ード媒体５が突出する。ユーザはカード媒体５の端部を把持して手前に引けばカード媒体
５を抜去することができる。上記のイジェクトに関する動作については後述する。
【００３５】
　続いて、図３（ｂ）を参照して、スロット３１は、スロット基板４１を有している。そ
して、スロット基板４１上にはスロットベース４２が配置されている。スロットベース４
２にはスロットコネクタ部４２ａが設けられており、さらに、スロットベース４２にはス
ロット左側面ガイド部４２ｂおよびスロット右側面ガイド部４２ｃが設けられている。こ
れらスロット左側面ガイド部４２ｂおよびスロット右側面ガイド部４２ｃは所定の間隔を
おいてスロットコネクタ部４２ａを挟んで互いに対向している。
【００３６】
　スロットベース４２には、複数のスロット電気接点４３が圧入されて保持されている。
スロット電気接点４３には、電源用スロット電気接点４３ａと情報を伝達するための通信
用スロット電気接点４３ｂとがある。さらに、スロットベース４２には複数のスロット熱
接点（第２の熱接点）４４が圧入保持されている。このスロット熱接点４４は、スロット
ベース４２を挟んで、カード媒体５の挿入方向および抜取方向のいずれにも露出している
。
【００３７】
　また、スロットベース４２にスロットカバー４５が係合し、スロットカバー４５にはイ
ジェクトボタン４６が設けられている。さらに、スロットカバー４５にはイジェクト機構
４７が設けられている。カード媒体５は、図中矢印５０で示す方向にスロット３１に挿入
される。カード媒体５において、カード媒体の左側面側にカード左側面ガイド部５５ａが
設けられ、カード媒体の右側面側にはカード右側面ガイド部５６ａが設けられている。
【００３８】
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　このように、スロット３１はスロットベース４２、スロット電気接点４３、スロット熱
接点４４、およびスロットカバー４５を備えている。
【００３９】
　スロットベース４２はリフローに耐えられる耐熱性、そして、小型薄型に作成するため
の薄肉性、および複雑な形状を作成可能な流動性、摺動性などの観点からＬＣＰ（液晶ポ
リマー）で成型されている。スロット電気接点４３は接点を接触させるためのバネ性、半
田のぬれ性、および接点電気抵抗などの観点からリン青銅に所定のメッキ処理（金メッキ
など）を施して成形されている。スロット熱接点４４は熱伝導性、摺動性、および耐摩耗
性などの観点から純銅又は銅合金に所定のメッキ処理（硬質クロムメッキなど）施して成
形されている。スロットカバー４５は薄肉な状態における強度、加工性、および耐食性な
どの観点からステンレスのバネ鋼で成形されている。
【００４０】
　スロット熱接点４４のメッキの被覆部においては、熱伝導率は純銅又は銅合金よりも劣
るが、厚みが十分薄い（通常数マイクロメートル）ためその熱抵抗は問題とならない。一
方、硬質クロムメッキなどを用いることによって表面の硬度を大幅に向上させることがで
きる。つまり、カード媒体の挿抜の際に傷がつきにくい信頼性の高い熱接点を成形するこ
とができる。後述するように熱接点は案内面を形成して摺動するので、表面の硬度を上げ
ることの意義は大きい。
【００４１】
　カード媒体５はスロットカバー４５によって粗く位置決めされつつ（多少のガタをもっ
て案内されつつ）矢印５０方向に挿入される。その後、カード左側面ガイド部５５ａとス
ロット左側面ガイド部４２ｂ、カード右側面ガイド部５６ａとスロット右側面ガイド部４
２ｃとによってカード媒体５は精密に位置決めされて通信可能な位置まで挿入される。最
終的に、カード媒体５はスロットベース４２上のカード突きあて面（図示せず）とカード
媒体５の端子面とが接触する位置まで挿入される。この位置においは、スロット電気接点
４３と後述するカード電気接点とが接触して安定して通信が可能となる。
【００４２】
　図示のように、スロット熱接点４４は所定の間隔をおいて２つ設けられており、スロッ
ト熱接点４４の間に複数のスロット電気接点４３が配置されている。スロット熱接点４４
に近い接点は高速の信号を伝送する必要がない電源用スロット電気接点４３ａとして用い
られる。図２（ｂ）で説明した電源２４および電源ＩＣ２７には電源用スロット電気接点
４３ａが用いられる。前述のように、スロットベース４２は熱伝導率が低いＬＣＰで形成
されているので、スロット熱接点４４と電源用スロット電気接点４３ａとの間は断熱され
る。
【００４３】
　スロット電気接点４３のうちスロット熱接点４４から遠い中央付近には通信用スロット
電気接点４３ｂが配置される。つまり、熱の影響を受けにくい位置に、高速の信号線が配
置されることになる。一般に、高速の信号伝送においては、等インピーダンスのペア線が
用いられており、熱的な影響が少ない位置に高速の信号線を配置すれば信号伝送に都合が
よい。図２（ｂ）に示すホストコントローラ２５とコントローラ２８との接続には通信用
スロット電気接点４３ｂが用いられる。
【００４４】
　図４は、図３に示すカード媒体の構成を説明するための図である。そして、図４（ａ）
は斜視図であり、図４（ｂ）はカードラベルを剥がした状態で上側から見た図である。ま
た、図４（ｃ）はカード媒体の内部を上側から見た図であり、図４（ｄ）はカード媒体を
下側から見た図である。さらに、図４（ｅ）はカード媒体の内部を下側から見た図である
。
【００４５】
　図４（ａ）において、カード媒体５は端子面５１を有しおり、端子面５１に対向して後
端面５２が規定されている。また、左側面５５および右側面５６が互いに対向して、カー
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ド媒体５は矩形状（カード状）に規定されている。カード媒体５の互いに対向する面は第
１面５３および第２面５４とされ、第２面５４には第２面カードラベル５７が設けられ、
端子面５１にはカード電気接点５８およびカード熱接点（第１の熱接点）５９が設けられ
ている。
【００４６】
　カード媒体５は、図３で説明したようにしてスロット３１に挿入される。挿入および抜
去の際に移動させる方向を挿抜方向とする。そして、一般にカード媒体５は厚み方向又は
斜め方向に挿抜されることはないので、カード媒体５の厚み方向と挿抜方向とは直交（つ
まり、交差）する。なお、厚み方向とは第１面５３から第２面５４に向う方向である。さ
らに、厚み方向および挿抜方向に直交する方向を幅方向とする。
【００４７】
　図４（ａ）に示す例では、厚み方向において第１面５３から第２面５４に向かう方向を
正方向とする。挿抜方向においてはカード媒体５をスロット３１に挿入する際の方向を正
方向とする。さらに、ここでは、左手系をなす座標を設定する。また、挿抜方向において
正方向を挿入方向、負方向を抜去方向と呼ぶことにする。そして、主要な熱源（後述する
コントローラ６９）が存在する側の面を第１面５３とし、その反対の面を第２面５４とす
る。ここでは、カード媒体５の挿入方向に向かって左にある面を左側面５５、挿入方向に
向かって右にある面を右側面５６とする。
【００４８】
　説明の便宜上、ここでは、スロット３１においては、スロット基板４１側を下とし、カ
ード媒体５についても、スロット３１に挿入されて通信可能な状態となった際に、スロッ
ト基板４１側を下とする。図４（ａ）に示す例では、第１面５３がカード媒体５の下面で
あり、第２面５４がカード媒体５の上面となる。但し、図４（ａ）においては、カード媒
体５の上下方向がカメラ本体１の左右方向になるように、カード媒体５がカメラ本体１に
挿入される。
【００４９】
　前述のように、第２面５４には第２面カードラベル５７が貼付されている。第２面カー
ドラベル５７にはカード媒体５の対応規格、記憶容量、および通信速度などを示す情報が
記載されている。カード媒体５における端子の配置は、図３（ｂ）で説明したスロットに
おける端子の配置と対応する。つまり、カード媒体５においは、カード熱端子５９が最も
外側に配置され、その内側に電源用カード電気接点５８ａが配置される。そして、最も内
側に通信用カード電気接点５８ｂが配置される。
【００５０】
　図４（ａ）に示すように、カード電気接点５８およびカード熱接点５９は厚み方向にお
いて同一の位置となるように配置される。つまり、カード電気接点５８およびカード熱接
点５９の厚み方向における位置を変えると、カード媒体５の厚みが増加するので、厚み方
向において同一の位置となるように配置する。
【００５１】
　図４（ｂ）では、第２面カードラベル５７を剥がしてカード媒体５を上側から見た状態
が示されている。また、図４（ｃ）においては、後述する第２面カード外装を外してカー
ド媒体５を上側から見た状態が示されている。そして、図４（ｄ）では、カード媒体５を
下から見た状態が示されている。さらに、図４（ｅ）では、後述する第１面カードラベル
および第１面カード外装を外してカード媒体５を下側から見た状態が示されている。なお
、図４（ｂ）から図４（ｅ）においては、端子面５１が上側になるように描画されている
。
【００５２】
　図４（ｂ）から図４（ｅ）を参照して、カード媒体５は、略コ字形状のカード枠体６２
を有するとともに、カードコネクタ６１が備えられている。さらに、カード媒体５は、第
２面カード外装６３を備え、第２面カード外装６３には穴６３ａが形成されている。カー
ドは媒体５内にはカード基板６４が実装され、図示の例ではフラッシュメモリ６５ａ～６
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５ｄを実装するための領域がカード基板６４に設けられている。さらに、カード基板６４
にはフラッシュメモリ６５ａ～６５ｄおよびカードコントローラ（以下単にコントローラ
と呼ぶ）６９以外の部品を実装するための領域６６ａおよび６６ｂが設けられている。ま
た、カード媒体５は第１面カード外装６７を有するとともに、第１面カードラベル６８を
備えている。
【００５３】
　カード媒体５においては、カード基板６４とカードコネクタ６１とが半田付けで接続さ
れてカード枠体６２とカードコネクタ６１とが組み合わされる。さらに上下からそれぞれ
第１面カード外装６７と第２面カード外装６３が嵌めこまれてスナップフィット（所謂パ
ッチン止め）で組み合わされる。これによって、カード媒体５の外形形状は完成してカー
ド筐体となる。つまり、カード筐体は、カードコネクタ６１、カード枠体６２、第２面カ
ード外装６３、および第一面カード外装６７を有している。
【００５４】
　この状態において、ポッティング材を穴６３ａから注入する。そして、第１面カードラ
ベル６８および第２面カードラベル５７を貼付した後加熱してカード媒体５が完成する。
加熱によってポッティング材が硬化して、これによってカード媒体５における熱伝導を促
進される。さらに、カード媒体５の堅牢性および耐候性が向上する。
【００５５】
　なお、上述の部品以外の部品についてはカードコネクタ６１又はカード基板６４に圧入
又は半田付けによって固定されている。また、図４においては、ポッティング材を図示す
ると、カード媒体５の構造が不明確になるので省略されている。
【００５６】
　スロットベース４２と同様に耐熱性および小型薄型に作成するため、カードコネクタ６
１はＬＣＰで成形されている。また、カード電気接点５８はバネ性を有しておらず、半田
のぬれ性および接点電気抵抗などを考慮して、純銅又は銅合金にメッキ処理（金メッキな
ど）を施して形成されている。
【００５７】
　カード熱接点５９は熱伝導性、摺動性、および耐摩耗性などを考慮して純銅又は銅合金
にメッキ処理（硬質クロムメッキなど）を施して形成されている。メッキの被覆部によっ
て、スロット熱接点と同様に熱抵抗に影響を与えず、表面の硬度を大幅に向上させること
ができる。つまり、挿抜において傷がつきにくく信頼性の高いカード熱接点５９を形成す
ることができる。カード熱接点５９は各電気接点が配された幅方向に所定の距離だけ離間
して一対設けられている。このように、一対のカード熱接点５９を設けることによって、
カード媒体５全体の傾きを抑制してカード熱接点５９の接触を安定させることができる。
図４（ａ）に示すように、カード熱接点５９の面がスロット３１に設けられたスロット熱
接点４４と接触する面である。このように、カード媒体５の厚み方向に対して直交する方
向に接触面が備えられる。
【００５８】
　カードコネクタ６１には穴およびスナップフィット部が設けられており、この穴にカー
ド電気接点５８およびカード熱接点５９が圧入されて保持される。
【００５９】
　カード基板６４には、フラッシュメモリ６５ａ～６５ｄ、コントローラ６９が配置され
ている。また、詳細には図示しないが、領域６６ａおよび６６ｂに電源ＩＣおよびコンデ
ンサなどが実装される。コントローラ６９はカード媒体５において最も消費電力が大きく
、主要な熱源となる。フラッシュメモリ６５ａ～６５ｄはその他の熱源となる。
【００６０】
　カード基板６４には、穴６４ａが形成されており、ポッティング材が第２面から第１面
側に移動可能となっている。カード基板６４にはカードコネクタ６１を実装するための領
域が設けられており、半田付けによってカード基板６４とカードコネクタ６１とが位置決
めされて相互に固定される。カード媒体５の下面である第１面には第一面カードラベル６
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８が貼付されており、ユーザのメモ欄などとして用いられる。
【００６１】
　図５は、図４に示すカード媒体の厚み方向における部品の配置を説明するための図であ
る。そして、図５（ａ）はカード媒体を上側から見た図であり、図５（ｂ）、図５（ｃ）
、および図５（ｄ）はそれぞれカード媒体を図５（ａ）に示すＢ－Ｂ線、Ｃ－Ｃ線、およ
びＤ－Ｄ線で破断した断面図である。
【００６２】
　図５（ａ）において、イジェクトアーム４７ａはイジェクトボタン４６と連動し、イジ
ェクト機構は回転中心４７ｂを中心として回転する。イジェクト機構は回転アーム４７ｃ
およびイジェクト板４７ｄを備えており、イジェクト板４７には爪部４７ｅが設けられて
いる。なお、参照番号７０はポッティング材を示す。
【００６３】
　図５（ｂ）には、スロット電気接点４３と主要な熱源であるコントローラ６９を含む位
置における断面が示されている。コントローラ６９はカード基板６４においてホスト基板
４１側に実装されている。コントローラ６９はポッティング材７０を介して第１面カード
外装６７と接続されている。その他の熱源であるフラッシュメモリ６５ａおよび６５ｄは
カード基板６４の両面にそれぞれ実装されている。フラッシュメモリ６５ａおよび６５ｄ
はコントローラ６９と同様にポッティング材７０を介してそれぞれ第２面カード外装６３
および第１面カード外装６７に接続されている。
【００６４】
　前述のように、熱源と外装の間をポッティング材で埋めたことによって、エアギャップ
のままで放置した場合に熱抵抗を低減することができる。これによって、熱源からの熱を
より効率よくカード媒体５の第１面カード外装６７および第２面カード外装６３に導くこ
とができる。
【００６５】
　前述のように、スロット電気接点４３はバネ性を有しており、図５（ｂ）において上か
ら下に向かってカード電気接点５８を押圧しつつ接触する。カード電気接点５８の厚み方
向の位置はスロット熱接点４４とカード熱接点５９との接触によって定められる。この位
置を適切に設定することによって、スロット電気接点４３とカード電気接点５８との接触
が所望の状態となる。例えば、電気的な通信を行う位置においてカード電気接点５８の位
置を、カード媒体５が挿入されていない場合のスロット電気接点４３の下端位置よりも高
く、スロット電気接点４３の弾性限界よりも低い位置に設定する。これによって、スロッ
ト電気接点４３とカード電気接点５８の接触が所望の状態となる。
【００６６】
　挿抜方向に着目すると、スロットベース４２の所定の面（後述するカード突きあて面４
２ｄ）とカード媒体５の端子面（後述する端子面５１）とが接触している。当該位置にお
いて、カード電気接点５８とスロット電気接点４３とは挿抜方向に関して矛盾のない位置
となる。つまり、カード電気接点５８が挿抜方向に延び、延在方向のいずれかの位置にお
いてスロット電気接点４３が接触可能となる。
【００６７】
　図５（ｃ）には、熱接点を含む位置における断面が示されている。その他の熱源である
フラッシュメモリ６５ｂおよび６５ｃはカード基板６４の両面にそれぞれ実装されている
。フラッシュメモリ６５ｂおよび６５ｃは、図５（ｂ）に示すコントローラ６９と同様に
ポッティング材７０を介してそれぞれ第１面カード外装６３および第２面カード外装６７
と接続される。ここでも、熱源と外装との間をポッティング材で埋めたことによって、エ
アギャップのままで放置した場合に熱抵抗を低減することができる。これによって、熱源
からの熱をより効率よくカード媒体５の第１面カード外装６７および第２面カード外装６
３に導くことができる。
【００６８】
　スロット熱接点４４はバネ性を有しない銅合金で形成されており、カード押圧バネによ
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ってカード熱接点５９と面接触している。カード媒体５の熱源であるコントローラ６９な
どからの熱はカード基板６４を介してカード熱接点５９、スロット熱接点４４、およびス
ロット基板４１に順に伝導する。そして、熱はスロット基板４１から図１に示す伝熱部１
５を介して外部に排熱される。
【００６９】
　上述の排熱経路において、各部分の熱抵抗は小さい。つまり、コントローラ６９とカー
ド基板６４、カード基板６４とカード熱接点５９、スロット熱接点４４とスロット基板４
１はそれぞれ互いに半田付けされており、熱抵抗は小さい。カード基板６４およびスロッ
ト基板４１は多層基板で構成されるとともに、中間層に電源、グラウンド（所謂ベタグラ
ウンド）が配置されるなど、銅を多く残すようにパターニングされ熱抵抗は小さい。スロ
ット熱接点４４とカード熱接点５９は銅合金で形成され熱抵抗は小さい。さらに、スロッ
ト熱接点４４とカード熱接点５９を面接触させることによって接触による熱抵抗を低減し
ている。よって、当該接続においても熱抵抗は小さい。このように、各部分の熱抵抗を十
分に小さくすることができるので、上記の排熱経路によって効率よく熱を外部に排熱する
ことができる。
【００７０】
　図５（ｄ）にはイジェクタ機構を含む位置における断面が示されている。ここで、図５
（ａ）および図５（ｄ）を参照してイジェクタ機構の動作について説明する。イジェクタ
機構４７は、イジェクトボタン４６、イジェクトアーム４７ａ、回転アーム４７ｃ、およ
びイジェクト板４７ｄを有している。そして、イジェクト機構４７はスロットカバー４５
上に配置されている。
【００７１】
　スロットカバー４５上の突起に回転中心４７ｂを中心として回転可能に回転アーム４７
ｃが配置されている。イジェクトアーム４７ａはスロットカバー４５上に設けられた案内
突起によって、図５（ａ）の左右方向（カード媒体５の挿抜方向）にスライドのみ可能に
保持されている。また、イジェクトアーム４７ａの先端にはイジェクトボタン４６が取り
付けられている。回転アーム４７ｃと連動して回転アーム４７ｃとイジェクトアーム４７
ａは、イジェクト板４７ｄの位置で係合されている。さらに、イジェクト板４７ｄはスロ
ットカバー４５上に設けられた案内部（図示せず）によってイジェクトアーム４７ａと同
様に図５（ａ）の左右方向にスライドのみ可能に保持されている。回転アーム４７ｃとイ
ジェクト板４７ｄはイジェクト板４７ｄの位置で係合されている。
【００７２】
　上述の構成によって、イジェクトアーム４７ａが左に動くとイジェクト板４７ｄは反対
に右に動くことになる。
【００７３】
　図３（ａ）に関連して説明したように、カード媒体５をスロット３１に挿入すると、イ
ジェクトボタン４６が突出する。この際、図５（ｄ）に示すように、カード媒体５はイジ
ェクト板４７ｄに設けられた爪部４７ｅを押し込みつつ挿入される。その結果、図５（ａ
）において、イジェクト板４７ｄは左方向に移動し、回転アーム４７ｃは時計回り方向に
回転して、イジェクトアーム４７ａは右方向に移動する。これによって、イジェクトボタ
ン４６が突出する。
【００７４】
　カード媒体５を抜去する場合には、イジェクトボタン４６が押し込まれる。その結果、
図５（ａ）においてイジェクトアーム４７ａが左方向に移動し、回転アーム４７ｃは反時
計回り方向に回転して、イジェクト板４７ｄは右方向移動する。これによって、イジェク
ト板４７ｄに設けられた爪部４７ｅがカード媒体５をスロット３１から押し出す。
【００７５】
　図６は、図４に示すカード媒体の挿抜状態を説明するための図である。そして、図６（
ａ）～図６（ｄ）はカード媒体の挿抜方向における位置を変化させた状態を示す図である
。
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【００７６】
　図示のように、カード媒体５の左側面５５および右側面５６には、それぞれ右側面凹部
および左側面凹部５５ｂおよび５６ｂが形成されている。図６（ａ）には、スロットベー
ス４２とカード媒体５とが接触していない状態が示されている。この場合、カード媒体５
はスロットカバー（図示せず）が大きな隙間をおいて案内されている。以下、この状態を
挿入準備状態と呼ぶ。
【００７７】
　図６（ｂ）には、スロットベース４２とカード媒体５とが接触を開始した状態が示され
ている。この場合、カード左側面ガイド部５５ａとスロット左側面ガイド部４２ｂとが接
触する。さらに、カード右側面ガイド部５６ａとスロット左側面ガイド部４２ｃとが接触
する。これによって、カード媒体５が案内される。以下、この状態を第１の挿入状態と呼
ぶ。第１の挿入状態は、カード媒体５がスロットベース４２と接触を開始した位置からカ
ード媒体５を挿入方向に移動させた際に、厚み方向に移動がない範囲である。
【００７８】
　図６（ｃ）には、スロットベース４２に対するカード媒体５の挿入が進行して、第３の
挿入状態に至るまでのカード媒体５の位置が示されている。この状態を第２の挿入状態と
呼ぶ。第２の挿入状態は、カード媒体５が厚み方向に移動を開始した位置から第３の挿入
状態に至るまでの位置までの状態である。
【００７９】
　図６（ｄ）には、スロットベース４２に対するカード媒体５の挿入が完了し、端子面５
２とカード突きあて面４２ｄとが接触した状態が示されている。この状態において、カー
ド媒体５は電気的な通信などを行うことができる。以下、この状態を第三の挿入状態と呼
ぶ。第三の挿入状態においは、スロットカバー上に設けられたバネ部が右側面凹部５５ｂ
および左側面凹部５６ｂに接触する。これによって、カード媒体５の抜け止めが行われる
とともに、端子面５２およびカード突きあて面４２ｄが接触する方向への押圧力が加えら
れる。
【００８０】
　図７は、本発明の第１の実施形態によるカード媒体およびスロットを詳細に説明するた
めの図である。そして、図７（ａ）はカード媒体およびその一部を拡大して示す図であり
、図７（ｂ）はスロットおよびその一部を拡大して示す図である。
【００８１】
　図７（ａ）において、カード左側面ガイド部５５ａ上には第１のカード上案内面８１が
形成され、カード左側面ガイド部５５ａ上には第２のカード上案内面８２が形成されてい
る。なお、逃げ部８３はカード媒体５の左側面５５においてカード左側面ガイド部５５ａ
が存在しない部分を示す。
【００８２】
　カードコネクタ６１の左側面５５にはカード左側面ガイド部５５ａが端子面５１から所
定の長さで設けられている。カード左側面ガイド部５５ａは第１のカード上案内面８１と
第２のカード上案内面８２を有し、図７（ｂ）で説明するカード押圧バネによってスロッ
ト左側面ガイド部４２ｂと接触する。
【００８３】
　なお、図６で説明した第１の挿入状態、第２の挿入状態、および第３の挿入状態におけ
る第１のカード上案内面８１、第２のカード上案内面８２、および逃げ部８３の接触／離
間については後述する。
【００８４】
　第１のカード上案内面（第１の高さ規制部）８１は、厚み方向に直交する平面であって
厚み方向に押圧された際に接触する面である。逃げ部（第２の高さ規制部）８３は、カー
ド媒体５の側面部における、スロットル３１側の係合部に対する逃げ部である。なお、逃
げ部８３としては、少なくとも、第１のカード上案内面８１とは厚み方向に高さが異なる
ように設けられていればよい。すなわち、カード左側面ガイド部５５ａとは異なり、カー
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ド媒体５の側面から突出した部分に逃げ部８３を設ける構成であってもよい。
【００８５】
　第２のカード上案内面（第３の高さ規制部）８２は第１の高さ規制部と第２の高さ規制
部とを滑らかに接続（つまり、連絡）する面に成形されている。なお、滑らかな接続とは
、厚み方向における第３の規制部の位置が徐々に変化するように成形されて、第１の高さ
規制部と第２の高さ規制部とを接続することをいう。例えば、Ｃ面又はテーパ面によって
第１のカード上案内面８１と逃げ部８３とを接続するようにすればよい。これによって、
後述するように抜去動作をスムーズに行うことができる。
【００８６】
　図７（ａ）又は図４（ａ）から容易に理解できるように、第１のカード上案内面８１は
端子面５１からカード挿抜方向に関してカード媒体５の１割強程の長さで形成されている
。なお、第１のカード上案内面８１の長さは、カード媒体５の挿入方向の長さの半分以下
であればよい。
【００８７】
　第１のカード上案内面８１を端子面５１から形成することによって、図１（ａ）に示す
挿入予備状態から第１の挿入状態への移行をスムーズに行うことができる。また、第１の
カード上案内面８１の挿入方向の長さが所定の長さで形成されているので、ユーザは楽に
カード媒体５の挿抜できるばかりでなく、スロット上のガイド部を必要以上に大きくする
ひつようがない。つまり、小型としてスムーズに挿抜を行うことができる。
【００８８】
　図７（ｂ）を参照すると、スロット３１にはカード押圧バネ（付勢部）９０が備えられ
ており、スロット左側面ガイド部４２ｂには面９１～９３が形成されている。以下、面９
１～９３をそれぞれ第１のスロット上案内面、第２のスロット上案内面、および第３のス
ロット上案内面と呼ぶ。
【００８９】
　図８は、図７に示すカード媒体およびスロットにおける接触および離間を説明するため
の図である。そして、図８（ａ）は図６で説明した第１の挿入状態における第１のスロッ
ト上案内面、第２のスロット上案内面、および第３のスロット上案内面の接触／離間の状
態を示す図である。また、図８（ｂ）は図６で説明した第２の挿入状態における第１のス
ロット上案内面、第２のスロット上案内面、および第３のスロット上案内面の接触／離間
の状態を示す図である。さらに、図８（ｃ）は図６で説明した第３の挿入状態における第
１のスロット上案内面、第２のスロット上案内面、および第３のスロット上案内面の接触
／離間の状態を示す図である。図８（ｄ）はカード熱接点とスロット熱接点とが完全に接
触した状態を示す図である。
【００９０】
　第１のスロット上案内面（第１の案内面）９１は、カード媒体５の厚み方向に直交する
平面であり、カード媒体５の厚み方向における位置を規制する面である。第３のスロット
上案内面（第２の案内面）９３は第１のスロット上案内面９１とは厚み方向に異なる位置
でカード媒体５の厚み方向の位置を規制する面である。第２のスロット上案内面（第３の
案内面）９２は第１のスロット上案内面９１と第３のスロット上案内面９３を滑らかに接
続する面である。例えば、第２のスロット上案内面（第３の案内面）９２はＣ面又はテー
パ面によって第１のスロット上案内面９１と第３のスロット上案内面９３とを接続する。
【００９１】
　カード押圧バネ９０はカード媒体５がスロット３１に挿入される際に、カード媒体５を
厚み方向の正方向に押圧（付勢）する。カード押圧バネ９０の挿抜方向における位置は、
その押圧力がカード左側面ガイド部５５ａとスロット左側面ガイド部４２ｂとが接触した
後に生じるように決定される。なお、カード押圧バネ９０および案内面などは左右対称に
配置すればよい。
【００９２】
　隙間９５は第１の挿入状態におけるスロット熱接点４４とカード熱接点５９の厚み方向
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における隙間である。隙間９６は第１の挿入状態におけるスロットコネクタ部４２ａとカ
ード電気接点５８の厚み方向の隙間である。間隔９７は自然状態（バネが押圧されていな
い状態）におけるスロット電気接点４３の下端とスロットコネクタ部４２ａとの間隔であ
る。隙間９８は第２の挿入状態におけるスロット熱接点４４とカード熱接点５９の厚み方
向の隙間である。間隔９９はスロット熱接点４４とカード熱接点５９が厚み方向に接触し
た状態においてとカード電気接点５８とスロット電気接点４３の下端との間隔である。
【００９３】
　図８（ａ）を参照すると、カード媒体５はカード押圧バネ９０によって下から上方向（
厚み方向の正方向）に押圧されている。この押圧力によってカード左側面ガイド部５５ａ
上の第１のカード上案内面８１とスロット左側面ガイド部４２ｂである第１のスロット上
案内面９１とが接触する。この際、カード熱接点５９とスロット熱接点４４とは厚み方向
に隙間９５をおいて離間している。同様に、カード電気接点５８とスロットコネクタ部４
２ａとは厚み方向に隙間９６をおいて離間している。
【００９４】
　これらの隙間によってカード媒体５を挿抜方向において挿入側に移動した際に干渉する
ことなく挿入を行うことができる。また、自然状態におけるスロット電気接点４３の下端
とスロットコネクタ部４２ａとの間において間隔９７でカード電気接点５８が位置すると
、スロット電気接点４３が弾性変形しつつ電気接点５８と接触して安定して通信をおこな
うことができる。
【００９５】
　図８（ｂ）を参照すると、カード媒体５はカード押圧バネ９０によって、下から上方向
（厚み方向の正方向）に押圧されている。この押圧力によってカード左側面ガイド部５５
ａ上の第２のカード上案内面８２とスロット左側面ガイド部４２ｂである第２のスロット
上案内面９２とが接触する。第２のカード上案内面８２および第２のスロット上案内面９
２はテーパ面となっており、カード媒体５が挿入されるに伴って、カード媒体５が下から
上方向に移動するようにテーパ面が形成されている。この際、カード熱接点５９とスロッ
ト熱接点４４とは厚み方向に隙間９８をおいて離間している。また、カード媒体５は次第
に下から上に移動するので、隙間９８は隙間９５よりも小さい。
【００９６】
　続いて、図８（ｃ）を参照して、カード媒体５はカード押圧バネ９０によって下から上
方向（厚み方向の正方向）に押圧されている。一方、スロット電気接点４３はカード電気
接点５８と接触し、カード媒体５を上から下方向（厚み方向の負方向）に押圧する。複数
のスロット電気接点４３のバネ力の合力よりもカード押圧バネ９０のバネ力（付勢力）を
強くすれば、カード媒体５は下から上方向（厚み方向の正方向）に押圧される。熱接点に
着目すると、カード熱接点５９とスロット熱接点４４とが接触する。そして、カード左側
面ガイド部５５ａ上の第２のカード上案内面８２とスロット左側面ガイド部４２ｂである
第２のスロット上案内面９２とが接触する。
【００９７】
　この状態からさらにカード媒体５を挿入方向に移動させると、高さの規制はカード左側
面ガイド部５５ａで行われず、カード熱接点５９とスロット熱接点４４との接触位置によ
って行われる。つまり、カード媒体５を挿入方向に移動させても厚み方向には移動せず、
カード左側面ガイド部５５ａはスロット左側面ガイド部４２ｂと離間する。なお、間隔９
９は、図８（ａ）に示す自然状態におけるスロット電気接点４３の下端とスロットコネク
タ部４２ａとの間隔よりも小さい。つまり、安定して通信が可能となる位置にカード電気
接点５８は位置する。
【００９８】
　図８（ｄ）を参照すると、カード媒体５はカード押圧バネ９０によって下から上方向（
厚み方向の正方向）に押圧されている。この押圧力によってカード熱接点５９とスロット
熱接点４４とが接触する。カード左側面ガイド部５５ａは第３のスロット上案内面９３と
対抗する位置にある。厚み方向にカード熱接点５９とスロット熱接点４４とが接触する場
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合には、厚み方向に第３のスロット上案内面９３とカード左側面ガイド部５５ａとは離間
する。これによって、二重嵌合となることを避けて安定してカード熱接点５９とスロット
熱接点４４とが接触する。
【００９９】
　図７および図８に示す構造においては、カード押圧バネ９０はスロット電気接点４３の
バネの押圧方向と反対方向（逆方向）にカード媒体５を押圧している。換言すると、カー
ド押圧バネ９０はカード電気接点５８とスロット電気接点４３とが接近する方向に押圧し
ている。さらに、カード押圧バネ９０はスロット電気接点４３のバネよりもその押圧力が
強いので、第３の挿入状態においてカード電気接点５８とスロット電気接点４３とは安定
して接触する。その結果、通信を安定して行うことが可能となる。
【０１００】
　熱抵抗を小さくするためには、カード熱接点５９とスロット熱接点４４とが大きな面積
でしっかりと接触させる必要がある。「しっかりと接触」とは、空気層を少なくして接触
させて熱抵抗を低減させることをいう。図７および図８に示す構造においては、カード押
圧バネ９０によってカード媒体５が押圧され、その接触面はカード押圧バネ９０の押圧方
向に対して直交する平面をなしている。これによって、カード熱接点５９とスロット熱接
点４４とをしっかりと接触させることができる。さらには、接触面はカード媒体５の厚み
方向に対して直交する平面をなす。
【０１０１】
　前述のように、カード媒体５の厚み方向寸法は限られているので、厚みを含むように熱
接点の接触面を設定すれば、接触面積を大きくすることは難しい。一方、カード媒体５の
厚み方向に対して直交する平面方向に熱接点の接触面を設定すれば、接触面積を大きくす
ることが容易となる。なお、カード媒体５の発熱量などを考慮して熱接点の接触面の大き
さは決定される。
【０１０２】
　前述のように、第３の挿入状態において、カード媒体５はカード押圧バネ９０によって
厚み方向の正方向に押圧されている。カード押圧バネ９０は図７（ｂ）に示すように左右
に一対設けられており、その合力はスロットベースの幅方向に対して略中央付近で厚み方
向の正方向となる。一方、図３（ｂ）および図４（ａ）から容易に理解できるように、ス
ロット熱接点４４およびカード熱接点５９は幅方向に左右一対設けられている。つまり、
幅方向に関してカード押圧バネ９０の合力を内側に含むようにして複数の熱接点が設けら
れている。これによって、熱接点が傾くことなく面接触することが可能となり、熱抵抗を
下げて放熱を促進することができる。
【０１０３】
　ここで、カード媒体５の抜去について簡単に説明する。前述したように、スロット３１
はイジェクト機構４７を備えており、イジェクトボタン４６を押すとスロット３１からカ
ード媒体５が排出される。この際、図８（ｄ）に示す状態から図８（ｃ）、図８（ｂ）、
そして、図８（ａ）に示す状態を経てカード媒体５が排出される。
【０１０４】
　抜去の際には、第２のカード上案内面８２が第１のカード上案内面８１と逃げ部８３と
を滑らかに接続する。また、第２のスロット上案内面９２が第２のスロット上案内面９２
と第３のスロット上案内面９３とを滑らかに接続する。これによって、第３の挿入状態に
おいて、エッジ同士が衝突することなくスムーズにカード媒体５の抜去を行うことができ
る。
【０１０５】
　このように、本発明の第１の実施形態では、カード媒体の挿抜による信頼性の低下を防
止して、熱的および電気的な接続を良好にすることができる。
【０１０６】
　［第２の実施形態］
　続いて、本発明の第２の実施形態によるカード媒体およびスロットについて説明する。
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なお、第２の実施形態においては、カード基板上の銅箔部（ランド）に直接スロット側の
端子が接触する。
【０１０７】
　図９は、本発明の第２の実施形態によるカード媒体とスロットを説明するための図であ
る。そして、図９（ａ）はスロット分解して示す斜視図であり、図９（ｂ）はスロットの
一部を拡大して示す斜視図である。なお、図９において、図３（ｂ）に示す構成要素と同
一の構成要素については同一の参照番号を付す。
【０１０８】
　図示のように、スロットカバー４５上にはスロットバネ部４５ｂが設けられている。図
９（ａ）においは、スロット３１に備えられたイジェクト機構は第１の実施形態で説明し
たイジェクト機構の構造とは異なり、所謂プッシュロックープッシュイジェクト機構であ
る。当該イジェクト機構は右側面に沿う位置に配置されている。
【０１０９】
　スロットカバー４５はスナップフィットによってスロットベース４２に取り付けられる
。スロットカバー４５に設けられたスロットバネ部４５ｂは挿入準備状態においてカード
媒体５の姿勢を安定させるように弱くカードを押圧する。その押圧方向は厚み方向の負方
向である。
【０１１０】
　第１の実施形態と同様にして、スロット熱接点４４がスロット３１の両端にそれぞれ設
けられ、カード押圧バネ９０も１組備えられている。カード押圧バネ９０は第１の実施形
態と同様にして、第１の挿入状態、第２の挿入状態、および第３の挿入状態においてカー
ド媒体５を押圧する。その押圧方向は厚み方向の正方向である。カード押圧バネ９０は前
述のスロットバネ部４５ｂよりも大きい力で押圧する。スロット電気接点４３はカード媒
体５をスロット基板４１の方向に押圧するように配置されている。カード押圧バネ９０は
スロット電気接点４３と反対方向にカード媒体５を押圧する。
【０１１１】
　図１０は、図９に示すカード媒体の構成を説明するための図である。そして、図１０（
ａ）は斜視図およびその一部を拡大して示す図であり、図１０（ｂ）はカードラベルを剥
がした状態で上側から見た図である。また、図１０（ｃ）はカード媒体の内部を上側から
見た図であり、図１０（ｄ）はカード媒体を下側から見た図である。さらに、図１０（ｅ
）はカード媒体の内部を下側から見た図である。なお、図１０において、図４に示す構成
要素と同一の構成要素については同一の参照番号を付す。
【０１１２】
　図１０（ａ）に拡大して示すように、端子面５１には熱接点逃げ面１０１が設けられて
いる。また、図１０（ｃ）および図１０（ｅ）に示すように、カード基板６４にはオンボ
ードコンタクト１０２ａおよび１０２ｂが形成されている。
【０１１３】
　図示のカード媒体５は、カード電気接点５８およびカード熱接点５９がカード基板６４
にランドによって形成されている。また、主要な熱源であるコントローラが厚み方向の正
方向に位置しており、図４に示す例とは第１面および第２面が逆となっている。つまり、
図１０（ａ）において上側の面が第１面となり、スロット基板４１と向き合う面が第２面
となる。（図１０（ａ）においては第１面カードラベル６８が上側となっている）。
【０１１４】
　第２の実施形態においては、第１の実施形態と比べてカード媒体５における熱源の配置
が異なるものの、第１の実施形態で説明したように熱が伝導する。つまり、カード媒体５
における代表的な熱源であるコントローラ６９などの熱はカード基板６４を介してカード
熱接点５９、スロット熱接点４４、およびスロット基板４１に伝導する。コントローラ６
９とカード基板６４との間の熱抵抗は図５で説明した熱抵抗とで本質的な差はない。
【０１１５】
　第２の実施形態においては、その効果はカード媒体５における熱源の配置に依存しない
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。一方、外装を経由する放熱経路においては熱源の配置がその効果に影響する。第２の実
施形態においては、熱源の配置を自由設定できるので、設計の自由度が高い。さらに、第
２の実施形態においては、第１の実施形態と比べてカード筐体の構造が異なる。
【０１１６】
　第２の実施形態では、カード枠体６２は２つに分かれており、第１面カード枠体６２ａ
と第２面カード枠体６２ｂとを有している。第１面カード枠体６２ａには第１面カード外
装６７がインサート成形されている。また、第２面カード枠体６２ｂには第２面カード外
装６３がインサート成形されている。そして、第１面カード枠体６２ａおよび第２面カー
ド枠体６２ｂによってカード基板６４を挟み込んでカード筐体を形成する。つまり、カー
ド基板６４を切り欠き部などによって第２面カード枠体６２ｂに粗く位置決めする。そし
て、位置決め部（例えば、第１面カード枠体６２ａと第２面カード枠体６２ｂとに設けら
れた突起および穴：図示せず）によって第１面カード枠体６２ａと第２面カード枠体６２
ｂを位置決めする。その後、その外縁部を接着又は溶着することによってカード筐体を形
成する。
【０１１７】
　前述のように、第２の実施形態においては、第１の実施形態と異なる面にコントローラ
６９が実装されている。また、その他の熱源であるフラッシュメモリ６５ａ～６５ｄにお
いてその１つがコントローラ６９と同一の面に実装され、残りの３つがコントローラ６９
とは異なる面に実装されている。さらに、カード基板６４にはオンボードコンタクト１０
２ａおよび１０２ｂが実装されている。
【０１１８】
　オンボードコンタクト１０２ａおよび１０２ｂはカード筐体が形成される際に、弾性変
形してそれぞれ第１面カード外装６７および第２面カード外装６３と接触する。その接触
面積は大きくないので、熱的接続としては十分ではない（熱抵抗が高い）が、電気的には
十分な状態で接続される。電気的に接続することによって、電磁波シールドの効果などが
得られる。
【０１１９】
　図１１は、本発明の第２の実施形態によるカード媒体およびスロットを詳細に説明する
ための図である。そして、図１１（ａ）はカード媒体およびその一部を拡大して示す図で
あり、図１１（ｂ）はスロットおよびその一部を拡大して示す図である。なお、図１１に
おいて、図７に示す構成要素と同一の構成要素について同一の参照番号を付す。
【０１２０】
　図１１に示す例では、第３のスロット上案内面９３がスロットベース４２上に形成され
ておらず、さらに、スロットカバー４５が第３のスロット上案内面９３を形成する。また
、逃げ部８３は案内面と接触しないものの、所謂逃げ位置に形成されている。第２の実施
形態においても、右側面凹部５５ｂによってカード媒体５は挿入方向に押圧される。当該
ばねの接触を安定させるため、逃げ部８３を除去することなく、厚み方向に逃げるように
した。
【０１２１】
　図１２は、図１０に示すカード媒体の厚み方向における部品の配置を説明するための図
である。そして、図１２（ａ）はカード媒体を上側から見た図であり、図１２（ｂ）、図
１２（ｃ）、および図１２（ｄ）はそれぞれカード媒体を図１２（ａ）に示すＢ－Ｂ線、
Ｃ－Ｃ線、およびＤ－Ｄ線で破断した断面図である。
【０１２２】
　図１２には、第１の実施形態で説明した第３の挿入状態が示されている。そして、図１
２（ｂ）においては、熱接点を含む位置における断面が示されており、図１２（ｃ）にお
いては電気接点を含む位置における断面が示されている。また、図１２（ｄ）においては
、カード左側面ガイド部を含む位置における断面が示されている。
【０１２３】
　図１２（ｂ）から容易に理解できるように、スロット熱接点４４とカード熱接点５９と
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は厚み方向に垂直な平面で面接触する。また、カード媒体５はカード押圧バネ９０によっ
て下から上方向に押圧されている。これによって、安定的にスロット熱接点４４とカード
熱接点５９とが接触する。また、図１２（ｃ）から容易に理解できるように、スロット電
気接点４３が弾性変形してカード電気接点５８と接触する。
【０１２４】
　図１２（ｄ）において、第３の挿入状態において、スロット左側面ガイド部４２ｂはカ
ード媒体５と離間している。第１のカード上案内面８１に対して第３のカード上案内面８
３は下方向に逃げる構造となっている。そして、スロット熱接点４４とカード熱接点５９
とが接触する第三の挿入状態において、第１のカード上案内面８１は第１のスロット上案
内面９１に対して厚み方向に離間する。
【０１２５】
　一方、第１のカード上案内面８１は厚み方向にオーバーラップしており、抜去の際に第
１のスロット上案内面９１と接触する。第１のカード上案内面８１と第３のカード上案内
面８３とは滑らかな面である第２のカード上案内面８２によって接続されている。これに
よって、スムーズにカード媒体５の抜去を行うことができる。前述したように、スロット
カバー４５によって第３のスロット上案内面９３が形成される。
【０１２６】
　このように、図１２に示す構造においては、熱伝導のための接触を確実に行いつつ、カ
ード媒体５の挿抜に耐えることができる。
【０１２７】
　以上のように、本発明の第２の実施形態においても、カード媒体の挿抜による信頼性の
低下を防止して、熱的および電気的な接続を良好にすることができる。
【０１２８】
　以上、本発明について実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形
態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に
含まれる。
【符号の説明】
【０１２９】
　５　カード型記録装置（カード媒体）
　４３　スロット電気接点
　４４　スロット熱接点
　５８　カード電気接点
　５９　カード熱接点
　６９　カードコントローラ
　８１～８３　カード上案内面
　９０　カード押圧バネ
　９１～９３　スロット上案内面
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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